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「里親普及啓発活動」を実施します 
 
 

国は毎年１０月を「里親月間」と定めており、里親月間を中心として、里親制

度を推進するための集中的な広報啓発活動が全国的に実施されます。 

 本県においても、県民に里親制度を広く周知し、様々な事情により家庭で生活

することが困難な子どもを社会全体で養育することについての理解を深めるた

め、別紙のとおり、各圏域において里親普及啓発活動を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）里親制度とは： 

・里親制度は、様々な事情で自分の家族と暮らせない子どもたちを、温かい愛情と正しい

理解を持った家庭環境の下で養育する制度です。 

・岐阜県では、８７人の児童が里親及びファミリーホームへ委託されており、里親等委託

率（※）は約１８．０％となっています。（令和６年３月３１日現在） 

  ※里親等委託率＝要保護児童数に占める里親及びファミリーホームへ委託されている児童の割合 
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